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１ 概要 

  ① 中山間地域とは 

 中山間地域とは、農業地域類型区分のうち、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域を指しています。 

山地の多い日本では、このような中山間地域が総土地面積の約 7 割を占めています。 

この中山間地域における農業は、全国の耕地面積の約 4 割、総農家数の約 4 割を占めるなど、我が国農業の中で重要な位置を占め

ています。 

中山間地域の農業・農村が持つ土の流出を防ぐ機能（土壌侵食防止機能）、土砂崩れを防ぐ機能（土砂崩壊防止機能）などの多面

的機能は、国民の大切な財産です。 

 

  ② 中山間地域等とは 

食料・農業・農村基本法第 35 条においては、「山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が

不利な地域」を「中山間地域等」として規定しています。この「中山間地域等」には上記 1 の中山間地域に加え、特定農山村地域に

おける農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、山村振興法、過疎法、半島振興法、離島振興法などの地域振興立法

の指定を受けている対象地域が含まれています。 

     土庄町は過疎法と離島振興法に該当しています。 

 

  ③ 中山間地域等直接支払制度とは 

国及び地方自治体による支援を行う制度として、農業生産条件の不利な中山間地域等に、集落等を単位として、農用地を維持・管

理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組み

を指します。平成 12 年度から実施しており、平成 27 年度から法律に基づいた安定的な措置となって第４期対策(平成 27 年度～平

成 31 年度)が開始されています。 

 土庄町では第 2 期対策から事業に参加しており、第 2 期対策では 1 地区、第 3 期対策では 7 地区、第 4 期対策では 8 地区が活動

をしています。 



  ④ 制度の対象となる地域及び農用地 

     地域振興立法で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地 

 

   （1） 対象地域 

       「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群

島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」等によって指定された地域 

 

   （2） 対象農用地 

① 急傾斜地（田：１/20 以上、畑・草地・採草放牧地：15°以上） 

② 緩傾斜地（田：１/100 以上１/20 未満、畑・草地・採草放牧地：８°以上 15°未満） 

③ 小区画・不整形な田 

④ 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農用地 

⑤ 積算気温が低く、草地比率の高い草地（北海道のみ） 

⑥ ①～⑤の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地 

土庄町で実施している対象農用地は①と②のみです。 

 

  ⑤ 対象者 

     集落等を単位とする協定を締結し、５年間農業生産活動等を継続する農業者等 

 

 

 

 

 



  ⑥ 交付単価 

地目 区分 
交付単価 

（円/10a） 

田 
急傾斜（1/20 以上） 21,000 

緩傾斜（1/100 以上） 8,000 

畑 
急傾斜（15°以上） 11,500 

緩傾斜（8°以上） 3,500 

※ 協定に定める活動内容が、①の「農業生産活動等を継続するための活動」のみの場合は交付単価の８割、①に加えて②の「体制

整備のための前向きな活動」を行う場合は交付単価の 10 割を交付します。 

 

  ⑦ 交付金の使途 

     交付金は協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用できます。 

 

  ⑧ 活動について 

   （1） 農業生産活動等を継続するための活動：基礎単価（単価の８割を交付） 

       ・農業生産活動等 例：耕作放棄の発生防止活動、水路・農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等） 

・多面的機能を増進する活動 例：周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、魚類等の保護 

   （2） 体制整備のための前向きな活動：体制整備単価【（1）＋（2）の活動により単価の 10 割を交付】 

        Ａ要件・Ｂ要件・Ｃ要件の中から１つを選択する必要がある。 

        Ａ要件 農業生産性の向上 

        Ｂ要件 女性・若者等の参画を得た取組 

        Ｃ要件 集団的かつ持続可能な体制整備 

 



 



２ 基本方針の策定状況 

   土庄町内８集落協定で基本方針を策定済。 

 

３ 対象農用地について 

   制度の対象となる農用地は、約 25ha 

 

   平成 28 年度中山間地域等直接支払交付金制度における各集落協定別対象農地面積 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

活動組織名 

対象農用地 

面積 

(㎡) 

通常地域 

田 畑 

急傾斜(㎡) 緩傾斜(㎡) 急傾斜(㎡) 緩傾斜(㎡) 

肥土山 46,237 0 0 25,941 20,296 

黒岩 24,248 11,624 0 10,532 2,092 

小馬越 12,881 10,954 0 0 1,927 

笠滝 45,177 16,776 2,276 6,464 19,661 

滝宮西 30,944 30,944 0 0 0 

滝宮昭和池水系 31,135 29,108 2,027 0 0 

唐櫃 46,699 46,423 0 276 0 

百年の夕陽(屋形崎) 15,360 0 0 15,360 0 

合計 252,681 145,829 4,303 58,573 43,976 



４ 交付金等について 

  ①単価区分について 

土庄町で活動している 8 集落協定は、全て基礎単価（交付単価の 8 割）協定です。 

 

  ②協定参加者数 

 参加者数は 169 名。 

内訳は肥土山 17 名、黒岩 40 名、小馬越 9 名、笠滝 20 名、滝宮西 11 名、滝宮昭和池 13 名、唐櫃 11 名、百年の夕陽 48 名 

 

  ③交付金額 

    3,139,463 円。 

 

５ 集落協定の取組状況 

   多面的機能を増進する取り組みとして、土庄町では周辺林地の下草刈りや景観作物の作付けなどに取り組んでいます。 

   また、土庄町全集落協定が「集積対象者を核として農業生産活動の体制整備」を将来像として策定しており、この将来像を実現するた

めの活動方策として、「集団的かつ持続的な体制整備を行う」こととしています。 


